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表　廃棄物枠組み指令と包装・包装廃棄物指令、埋め立て処分指令の目標達成に向けた進捗（2014～2024年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般廃棄物のうち、再利
用に向けて処理、あるい
はリサイクルされた割合

（最低55％）

包装廃棄物
（最低65％）

紙・段
ボール

（75％）

プラス
チック

（50％）

ガラス
（70％）

木材
（25％）

鉄金属
（70％）

アルミニ
ウム

（50％)

ベルギー
ブルガリア　 〇 〇 〇 〇 〇
チェコ 〇 〇
デンマーク 〇 〇
ドイツ
エストニア 〇
アイルランド 〇 〇
ギリシャ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
スペイン 〇 〇 〇 〇 〇
フランス 〇 〇
 クロアチア 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
イタリア 〇
キプロス 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ラトビア 〇 〇 〇
リトアニア 〇 〇 〇
ルクセンブルク 〇
ハンガリー 〇 〇 〇 〇 〇
マルタ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
オランダ
オーストリア 〇
ポーランド 〇 〇 〇 〇 〇
ポルトガル 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ルーマニア 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
スロベニア
スロバキア 〇 〇 〇 〇 〇 〇
フィンランド 〇 〇
スウェーデン 〇
（注１）一般家庭などから出る廃棄物（一般廃棄物）の埋め立て処分の割合に関する目標。
（注２）「〇」は目標未達の恐れがある国に該当することを示す。
（出所）欧州会計監査院

国

2025年リサイクル目標（重量ベース）が未達成の恐れがある加盟国（注2）
埋め立て処分指令の

2035年目標（注1）達
成に向けて多大な努
力を要する加盟国

（最大10％）（注2）

全体目標 原料別リサイクル目標
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